
 

佐賀県回復期機能病床設備整備事業費補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 知事は、佐賀県地域医療構想に基づく県内の新たな医療提供体制の整備促進を図るために必要

となる設備の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「法」という。）及

び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「令」とい

う。）並びに佐賀県補助金等交付規則（昭和 53 年佐賀県規則第 13 号。以下「規則」という。）及びこ

の要綱に定めるところによる。 
 
（補助事業者） 
第２条 この補助金の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、医療法（昭和 23 年法律第 205

号）に基づく佐賀県内の病院及び診療所の開設者であって、知事が適当と認めるものとする。 
２ 前項の補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはなら

ない。 
 （１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

 （２）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。） 

 （３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

 （４）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴

力団又は暴力団員を利用している者 

 （５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持運営に協力し、又は関与している者 

 （６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 （７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

３ 第１項の補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法

人その他の団体又は個人であってはならない。 

 
（交付の対象経費及び補助率等） 
第３条 この補助金の交付対象経費及びこれに対する補助率等は、別表のとおりとする。 
 
（補助金の交付申請） 
第４条 規則第３条第１項に規定する補助金交付申請書は、様式第１号のとおりとする。 
２ 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度、知事が別に定める日とし、その提出部数は１部と

する。 
３ 規則第４条第３項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付

の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 
 



 
（補助金の交付の条件） 
第５条 規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 
 （１）法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。 
 （２）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、知事の承認を受

けること。ただし、次に規定する変更については、この限りではない。 
   ア 補助金額に変更がなく、補助対象経費の区分間の２０％以内の金額の変更 
   イ 入札による補助金額の減額 
 （３）補助事業を行うために締結する契約については、別添「補助事業を行うために締結する契約等

の取扱いについて」を遵守すること。 
 （４）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 
 （５）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、

速やかに知事に報告してその指示を受けること。 
 （６）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）で定める耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けな

いでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、

又は廃棄してはならない。 
 （７）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一

部を県に納付させることがある。 
 （８）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 
 （９）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類

を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておくこと。 
 （10）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第５号により速やかに知事に報告すること。 
    なお、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又

は一部を県に納付させることがある。 
 （11）この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 
２ 前項第２号の規定により知事に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第２号

のとおりとする。 
 
（交付決定の取消し等） 
第６条 知事は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し又は補助金の交付の内容、条件、その他法令

等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部

を取消すことができる。 
２ 知事は、補助事業者が第２条第２項及び第３項の規定に該当することが判明したときは、前項の規

定を準用する。 
３ 前２項の規定により、交付決定を取消した場合においては、補助金を返還させることができる。 
 
 



 
（実績報告） 
第７条 規則第 12 条に規定する実績報告書は、様式第３号のとおりとする。 
２ 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して１月以内（第５条第１項第４号の規定

により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１

月以内）又は毎年度３月３１日（ただし、補助金が全額概算払された場合には、翌年度４月１０日）

のいずれか早い日までとし、その提出部数は１部とする。 
 
（補助金の交付） 
第８条 この補助金は、知事が必要と認めたときは、概算払で交付できるものとする。 
２ 規則第 15 条第 1、2 項に規定する補助金交付請求書は、様式第５号及び第６号のとおりとする。 
 
 
  附 則 
１ この要綱は、平成 29 年５月９日から施行し、平成 29 年度に係る補助金から適用する。 
 
２ この要綱は、平成 30 年４月６日から施行し、平成 30 年度に係る補助金から適用する。 
 
３ この要綱は、令和元年７月１日から施行し、令和元年度に係る補助金から適用する。 
 
４ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度に係る補助金から適用する。 
 
５ この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度に係る補助金から適用する。 
 
６ この要綱は、令和７年７月 16 日から施行し、令和７年度に係る補助金から適用する。 
 
７ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度に係る補助金から適用する。 
  ただし、令和７年度までに補助対象となり、令和８年度以降に当該事業を繰越す補助事業者には、 

本改正前の補助内容を適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別表 

１．補助対象区分 ２．基準額 ３．補助対象経費 ４．補助率 

設備整備 16,500 千円／1 ヶ所 

回復期機能病床の整備に伴い必要

な医療器具等の備品購入費 
ただし、一品当たりの単価が 100
千円以上のものに限る。 

2 分の 1 

５．補助金額の算定方法 

（１）上記第２欄に定める基準額と、第３欄に定める対象経費をもとに算出した支出額とを比較して少な

い方の額を選定する。 
（２）（１）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少な

い方の額に補助率を乗じて得た額を補助金額とする。 
（千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。） 

 
   



 
様式第１号 

番       号 
令 和  年  月  日 

 
佐賀県知事       様 

 
補助事業者 住所 

                                氏名          
 
 

令和  年度佐賀県回復期機能病床整備事業費補助金交付申請書 
 
 

令和  年度において、下記のとおり回復期機能病床整備事業を実施したいので、佐賀県回復期機能

病床整備事業費補助金 金       円を交付されるよう、佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県回復

期機能病床整備事業費補助金交付要綱の規定により、関係書類を添えて申請します。 
 
 

記 
 
１ 事業の目的 
 
２ 令和  年度事業実施に要する経費に関する調書（別紙１のとおり） 
 
３ 事業の効果 
 
４ 事業完了予定年月日 
 
５ 添付書類 
 （１）事業計画書（別紙２のとおり） 
 （２）所要額内訳書（別紙２－１のとおり） 
 （３）収支予算（見込）書抄本（別紙３のとおり） 

（４）その他参考になる書類（見積書等） 
   



 
様式第２号 

番       号 
令 和  年  月  日 

 
 

佐賀県知事       様 
 
 

補助事業者 住所 
氏名         

 
 

令和  年度佐賀県回復期機能病床整備事業費補助金変更承認申請書 
 
 
 令和  年  月  日付け   第   号で補助金交付決定通知があった回復期機能病床整備事

業費補助金について、別紙に記載した理由により、事業の内容及び経費の配分を変更し〔金       

円の追加交付（減額承認）を受け〕たいので、佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県回復期機能病床整備

事業費補助金交付要綱の規定により、関係書類を添えて申請します。 
 
 

記 
 
 
１ 令和  年度事業実施に要する経費に関する調書（別紙１のとおり） 
 
２ 変更理由書  Ａ４版縦の用紙に記載のこと 
 
３ 添付書類 
 （１）事業計画書（別紙２のとおり） 

（２）所要額内訳書（別紙２－１のとおり） 
 （３）収支予算（見込）書抄本（別紙３のとおり） 
 （４）その他参考になる書類 
 
 
 
（注）１ 金額の変更がない変更申請の場合、〔  〕の部分は、消去すること。 
   ２ 「関係書類」は、補助金交付申請書に準じて作成し、変更前の事業の内容及び経費の配分を

比較できるよう、変更前の内容を括弧書きで上段に記載すること。  



 
様式第３号 

番       号 
令 和  年  月  日 

 
佐賀県知事       様 

 
補助事業者 住所 

                                氏名               
 
 

令和  年度佐賀県回復期機能病床整備事業費補助金実績報告書 
 
 

令和 年 月 日付け 第   号で補助金交付決定通知があった回復期機能病床整備事業費補助

金について、下記のとおり事業を実施したので、佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県回復期機能病床整

備事業費補助金交付要綱の規定により、関係書類を添えて報告します。 
 
 

記 
 
１ 事業の目的 
 
２ 精算額    金          円 
 
３ 経費所要額精算書（別紙４のとおり） 
 
４ 事業の成果（効果） 
（注）できるだけ客観的指標に基づいて記載し、特に補助申請当初に意図していた事業効果が発現され

るのか、期待できるのかという観点から記述すること。 
 
５ 事業完了年月日 
 
６ 添付書類 
（１）事業実施報告書（別紙５のとおり） 
（２）所要額内訳書（別紙５－１のとおり） 
（３）収支決算（見込）書抄本（別紙６のとおり） 
（４）その他参考となる資料 
 
 
 



 
様式第４号 

番       号 
令 和  年  月  日 

 
佐賀県知事       様 

 
補助事業者 住所 

                               氏名               
 
 

令和  年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 
 
 

令和  年  月  日付け  第   号で補助金交付決定通知があった佐賀県回復期機能病床整

備事業費補助金について、交付決定通知により付された条件に基づき下記のとおり報告します。 
 
 

記 
 
 

１ 佐賀県補助金等交付規則第 13条に基づく額の確定額又は事業実績報告額 

金          円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

（要補助金返還相当額） 

 

金          円 

  

注：別添参考となる書類（２の金額の精算内訳等）   



 
様式第５号 

（概算払） 
番       号 

令 和  年  月  日 
 

佐賀県知事       様 
 

補助事業者 住所 
 

                               氏名 
 
 

令和  年度佐賀県回復期機能病床整備事業費補助金交付請求書 
 
 

 令和  年  月  日付け 第   号で補助金交付決定通知があった回復期機能病床整備事業

費補助金として、下記金額を交付されるよう佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県回復期機能病床整備

事業費補助金交付要綱の規定により請求します。 
 
 

記 
 
 

請 求 額          金       円 
内訳 交付決定額  金       円 

交付済額   金       円 
今回請求額  金       円 
残額     金       円 

 
 
    振込先 

銀 行・店 名 銀行       支店 

預 金 種 別 普 通  ・  当 座 

口 座 番 号  

（カナ） 
名義人（氏名） 

 



 
様式第６号 

（精算払） 
番       号 

令 和  年  月  日 
 

佐賀県知事       様 
 

補助事業者 住所 
 
氏名             

 
 

令和  年度佐賀県回復期機能病床整備事業費補助金交付請求書 
 
 

 令和  年  月  日付け 第   号で額の確定通知があった回復期機能病床整備事業費補助

金として、下記金額を交付されるよう佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県回復期機能病床整備事業費

補助金交付要綱の規定により請求します。 
 
 

記 
 
 

請 求 額           金       円 
内訳   確定額  金       円 

 交付決定額  金       円 
交付済額  金       円 

今回請求額  金       円 
 
 
    振込先 

銀 行・店 名 銀行       支店 

預 金 種 別 普 通  ・  当 座 

口 座 番 号  

（カナ） 
名義人（氏名） 

 

 


